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平成３０年陸別町議会９月定例会会議録（第１号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成30年９月11日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛
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欠席 ０人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 本 田 学 ○

▲ 欠席を示す ５ 山 本 厚 一 ○

× 不応招を示す ６ 渡 辺 三 義 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 谷 郁 司 中 村 佳 代 子

職務のため議場に 事務局長 主任主査
出席した者の職氏名 早 坂 政 志 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 長 野 下 純 一

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会計管理者兼町民課長 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 高 橋 豊 産業振興課長 副 島 俊 樹

建 設 課 長 清 水 光 明 保健福祉センター次長 丹 野 景 広

国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 ) 総 務 課 参 事 高 橋 直 人

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育長の委任を受けて 教 委 次 長 有 田 勝 彦

出席した者の職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議案第４５号 工事請負契約の締結について

４ 議案第４６号 財産の取得について

５ 議案第４７号 教育委員会委員の任命について

６ 議案第４８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

７ 議案第４９号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

８ 議案第５０号 陸別町営住宅設置条例の一部を改正する条例

９ 議案第５１号 平成３０年度陸別町一般会計補正予算（第４号）

平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
10 議 案 第５２号

（第１号）

平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
11 議 案 第５３号

補正予算（第２号）

平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２
12 議 案 第５４号

号）

平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第２
13 議 案 第５５号

号）

平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第
14 議 案 第５６号

２号）

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開会 午前１０時００分

○事務局長（早坂政志君） 御起立願います。

おはようございます。

町民憲章を斉唱いたします。

一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。

一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を育

てましょう。

一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。

一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。

一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。

御着席ください。

────────────────────────────────────

◎開会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） ただいまから、平成３０年陸別町議会９月定例会を開会します。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

ます。

────────────────────────────────────

◎町長行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 町長から行政報告の申し出があります。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 行政報告をいたします。

書面の中から２件、口頭で１件について御報告申し上げます。

１件目は、８月１８日土曜日に、陸別町開町１００年を記念し、午後１時３０分より、

当町のタウンホールにおいて、ＮＨＫによるＥテレハートネットテレビ、「めざせ！いき

いき長寿」の公開録画がありました。

第１部は、陸別町の皆さんと中野アナウンサー、陸別友好町民の会の親善大使である山

田邦子さんが、町民で出演している三浦成作さん、山かげせいさん、ふまねっとっとグ

ループと長寿の秘訣などを題材に、楽しいトークに花を咲かせ、ごぼう先生の健康体操で

締めくくりました。
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また、第２部では、山田邦子さんの「大丈夫だよ、頑張ろう」を題材にした講演があり

ました。講演では、御自身の病の体験などを話され、歌あり、来場者を巻き込んでのトー

クなどを取り入れ、ステージと客席が一体となり、盛況のうちに終了することができまし

た。

なお、当日の入場者数は１６０名で、第１部の内容は、９月１３日木曜日、午後８時か

ら８時２９分、Ｅテレで全国放送される予定です。再放送につきましては、９月２０日木

曜日、午後１時５分から午後１時３４分の予定です。

２件目は、９月２日日曜日に、日産自動車株式会社北海道陸別試験場において、３０周

年を記念する日産テストコースオープンデーが開催されました。このイベントは、日産自

動車株式会社が昭和６３年に自動車の走行試験場として陸別町の林内地区にテストコース

の造成工事に着手し、ことしで３０周年を迎えた記念イベントであります。

当日は、日産自動車株式会社カスタマーパフォーマンス＆車両実験部、菊地部長様の御

挨拶で始まり、当時の試験場開設関係者や歴代の陸別試験場の場長も参加され、ＧＴ－Ｒ

による高速路走行同乗体験、ドリフト走行同乗体験、大抽選会など、各種イベントが盛会

に行われ、来場者の皆様と楽しい１日を過ごし、終了いたしました。なお、イベント当日

は好天にも恵まれ、スタッフを含め、町内、町外から５００人ほどの皆様で交流を深めて

いました。

次に、口頭で１件ですが、９月６日発生の停電についてであります。

９月６日木曜日、午前３時７分、胆振地方中東部で大規模な地震が発生しました。この

地震に伴い、道内の火力発電所が緊急停止、需給バランスが保てず、水力発電を含む全て

の電源が停止し、北海道内全域で約２９５万戸が停電となりました。北海道電力株式会社

の説明では、苫東厚真発電所の１号機、２号機は蒸気漏れを確認し、４号機はタービン付

近から出火を確認しました。今後の復旧には時間を要する見通しとなりました。

こうした状況を受けて、苫東厚真発電所にかえて、既にある道内の水力発電所に加え

て、砂川発電所の再稼働、また、奈井江、伊達、知内発電所の再起動、本州側からの電力

の融通で電力の確保に努めていますが、今も電力不足の状況です。

陸別町内においては、地震発生時から停電が発生しており、職員が早朝より情報収集に

努め、住民に対し、愛の鐘や広報車により情報を提供してきたところです。また、一部住

民が地下水を利用していることから、自宅への給水活動や、独居老人、老人世帯への安否

確認を行うとともに、非常食などの提供を行いました。夜間には非常用照明を診療所、福

寿荘、ぷらっと、セイコーマートの交差点などに設置し、安全確保に努めてまいりまし

た。

なお、停電の復旧状況ですが、７日早朝には市街地と郊外の一部、午後１１時ごろには

町内全域が復旧したところです。

停電による被害状況ですが、農業関係では、諸事情により生乳の廃棄が２４０トン前後

ありました。被害額は概算で２,５００万円前後の見込みであります。また、商工業関係
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では４８０万円前後となる見込みです。今後の調査次第では、被害額がふえることも考え

られます。

今回発生しました北海道胆振東部地震で、道内の電力は需要が供給を上回り、電力不足

が長引く状況が想定されます。このため、町では、今後の停電を避けるため、庁舎内を初

めとする各施設の節電と、町民に対しては、愛の鐘や町内回覧で２割の節電をお願いした

ところです。今後とも町民と一体となり、節電に取り組む次第です。

以上、簡単でございますが、行政報告とさせていただきます。

なお、お手元に配付しております事業、業務、工事等の発注一覧につきましては、後ほ

どごらんをいただきたいと思います。

以上で、行政報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 次に、教育長から教育関係行政報告の申し出があります。

野下教育長。

○教育長（野下純一君）〔登壇〕 ６月定例会以降、本日までの主な教育関係の行政報告

を申し上げます。

書面の中から１点御報告いたします。

８月２６日、第５１回町民スポーツレク大会を、開町１００年記念として、好天のも

と、１２チームの参加によりまして開催いたしました。昨年、第５０回の記念種目とし

て、自治会対抗リレーが復活し、盛り上がりを見せたことから、ことしも種目に盛り込む

提案があり、昨年と同じ９種目の競技に熱戦が繰り広げられ、老若男女が一堂に会して、

力や技術、そして運の強さなどに大きな声援が起きる中、共栄第一チームが５年ぶり、５

回目の優勝を果たしました。終了後は、各チームにおかれまして、祝勝会や慰労会などが

開催され、地域の親睦と交流が図られたところです。

口頭で１点御報告いたします。

９月６日未明に発生した北海道胆振地方を震源とする地震に伴う教育関係の状況につい

て報告いたします。

６日、地震が発生した直後に停電となり、回復が見込めない状況でありましたが、当町

におきましては、幸いに、地震による破損箇所などの報告はなく、スクールバスも通常ど

おり運行されることが確認され、学校も停電によって授業ができない状況ではないとの判

断を受けました。給食につきましては、非常食の提供が可能との報告を受けましたので、

学校と協議の上、市街地通学路上の信号機のある横断歩道の安全を確保するための人員を

配置し、休校としないことといたしました。７日につきましても、６日同様の対応とする

ことといたしました。

学校周辺は７日未明に通電となり、給食センター周辺は７日午後４時前に通電となりま
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したが、昨日、１０日につきましては、給食の提供が難しいため、あらかじめ６日の段階

でお弁当の持参をお願いすることを保護者の皆様にお伝えしておりました。本日以降であ

りますが、給食については、献立の変更はあるものの、給食の提供は再開できる状況に

なっております。

また、節電計画の対応ですけれども、社会体育及び社会教育関係の施設につきまして、

それぞれの利用者及び団体の方々の御理解をいただき、きのうから夜間利用の節電につい

て協力をお願いしているところです。

以上で、教育関係の主な行政報告を終わります。

○議長（宮川 寛君） これで、行政報告を終わります。

ただいまの報告にかかわる一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、７番谷議員、１番中村議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定の件

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 会期の決定の件を議題にします。

本件については、９月７日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議し

ておりますので、委員長より報告を求めます。

多胡委員長。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 本定例会の運営にかかわる協議結果の報告の前に、この

たびの北海道胆振東部地震及びこの地震による道内全域の大規模停電により被害を受けら

れました皆様に、慎んでお見舞いを申し上げます。一日も早く平穏な日常に戻れますよ

う、心よりお祈り申し上げます。

平成３０年陸別町議会９月定例会の運営について、９月７日に開催いたしました議会運

営委員会において慎重に協議しましたので、その結果について御報告いたします。

今定例会において、町長から事前に配付のありました議案は、工事請負契約の締結１

件、財産の取得１件、委員の任命１件、委員の選任２件、条例の改正１件、補正予算６会

計、決算認定７会計の合わせて１９件で、その他諮問が１件であります。議会関係では、

一般質問４名、意見書案２件、発議案１件及び委員会の閉会中の継続調査についてを予定
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しております。

会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元にお

配りしております予定表のとおり、本日から９月１９日までの９日間とし、９月１４日か

ら１７日までの４日間は休会とすることに決定をいたしました。

なお、急を要する案件が生じた場合につきましては、休会中に会議が開催されることも

あり得ますので、御理解をお願いいたします。

また、９月１３日につきましては、予備の日とし、予定表のとおり議事が進行しなかっ

た場合に限り会議を開くことに決定をいたしました。

次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由が

同一のものなどについては一括して行うことにいたしました。

まず、議案第４８号から第４９号までの固定資産評価審査委員会委員の選任の２件につ

きましては、提案理由の説明、質疑を一括することとし、採決はそれぞれ議案ごとに行う

ことにいたしました。

次に、議案第５１号から第５６号までの平成３０年度各会計補正予算６件及び議案第５

７号から第６３号までの平成２９年度各会計決算認定７件を、従前の例と同様に、提案理

由の説明をそれぞれ一括して受けることにいたしました。

なお、平成２９年度各会計決算認定につきましては、会期前半の１３日までに、提案理

由の説明、監査委員への質疑までを行った後、休会を設け、質疑、討論、採決は９月１８

日以降に行うことにしております。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御理解と御協力をお願

い申し上げ、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から９月１９日

までの９日間としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から９月１９日までの９日間とすることに決定しました。

次にお諮りします。

一括議題等、会議の進め方については、議会運営委員長の報告のとおり行うことに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、そのように行うことに決定しました。

次にお諮りします。

週休日及び諸般の事情のため、９月１４日から１７日までの４日間は、特別の事情が生

じない限り休会としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、９月１４日から９月１７日までの間は休会とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第４５号工事請負契約の締結について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第４５号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４５号工事請負契約の締結についてですが、平成

３０年９月４日執行の入札にかかわる落札者と本契約を締結するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。

内容につきましては、副町長から説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、説明をさせていただきます。

議案第４５号工事請負契約の締結について。

次のとおり工事請負契約を締結する。

地元業者１者を含む６者を指名して入札を執行しております。

記。

１、契約の目的、陸別町橋梁長寿命化上陸別橋補修工事。

２、契約の方法、指名競争入札による契約。

３、契約の金額、一金５,１５１万６,０００円也。

４、契約の相手方、足寄郡陸別町字陸別基線３１２番地、株式会社石橋建設、代表取締

役、石橋堂裕であります。

落札率につきましては９７％でございます。

工期ですが、議決をいただきましたならば、本契約を締結しまして、来年、３１年の３

月２０日までとなります。

以上、雑駁な説明で恐縮でありますけれども、以後、御質問によってお答えをしたいと

思いますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

１番中村議員。

○１番（中村佳代子君） この橋梁長寿命化工事についてですけれども、予算では８,８
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９５万円、上陸別と弥生橋と２カ所になっていましたけれども、今の時点で３月２０日が

工期ということですので、弥生橋についてはどうなっているのでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 今の弥生橋についての御質問ですが、陸別町におきまして、

国のほうへ交付金事業としまして、昨年度来、要望してまいりましたが、ことしの７月に

交付金事業における内示額が発表されまして、その中において、要望額が満度にはつかな

かったため、弥生橋の事業については、現在、行うことができていない状況になっており

ます。以後につきましては、事業等の調整をした中で、最終的に判断していきたいと思い

ます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番中村議員。

○１番（中村佳代子君） 今の話では、ことしは弥生橋については事業は行われないとい

うことでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 要望額につきましては、３,０００万円、事業費として要望

してまいっておりますが、ゼロ回答ということですので、今年度については実施が難しい

ということになります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） ただいまの質問に関連するわけでありますが、この橋梁維持補修

事業につきましては、陸別町の橋梁長寿命化計画に基づくということでありまして、この

計画では８７橋、これが対象橋梁になっておりますが、あくまでもこの事業は橋梁点検に

基づいて行われることになるのだろうと思います。橋梁点検、昨年度が７１橋、今年度が

７橋を予定しておりますが、これで一応橋梁点検が全て終了したということになるのか、

お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 点検につきましてですが、陸別町におきましては、全橋梁、

現在は橋の追加が行われまして、８９橋というふうな形で管理されております。平成２３

年より、当町におきまして橋梁点検を行ってまいっております。遠方目視による点検を

行ってきておりまして、２３年、２４年と２カ年において、計８７橋の点検を行っており

ます。本来ですと、その当時では８８橋が管理橋梁数でしたが、一部、千歳橋が架けかえ

工事中ということもありまして、８７橋で点検しております。また、翌年、平成２５年

に、その８７橋の点検結果をもとに、陸別町橋梁長寿命化修繕計画を策定しております。

現在、この修繕計画をもとに、修繕工事を行ってきておりますが、平成２４年の１２月

に、本州の中央自動車道の笹子トンネルでの事故を受けまして、国土交通省令の改定が行

われ、道路管理者においては、道路のトンネル、橋梁並びに工作物において、５年に１



― 10 ―

度、近接で、近いところでの点検を義務化するというような形で改定が行われておりま

す。これを受けまして、当町におきましては、平成２８年に近接目視での１１橋の点検、

また、昨年度、７１橋の点検を行っております。今年度、３０年に７橋の点検を終えます

ことで、管理しています８９橋の点検が終わります。来年度につきましては、この点検結

果をもとに、これまである修繕計画の見直し等を行っていく予定であります。ですので、

一度終わるのですが、先ほど省令のほうにもありましたとおり、５年に１度、点検を今後

もしていかなくてはいけないということですので、引き続き点検は行われていくような形

になります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） あわせてではありますが、この橋梁維持補修事業、これは橋梁の

長寿命化によって耐用年限、これを延伸しようとするものでありますが、このインフラ資

産の評価として、この長寿命化計画を粛々と実施することによって、耐用年限を延伸する

ことになるのですが、例えば、この上陸別橋、これをどの程度の延伸をもくろむという

か、期待するのか、お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 今の御質問ですが、今回、橋梁のほう、昨年度、一部橋梁の

補修をさせていただき、また、今年度も橋梁の補修をしていきまして、今年度で上陸別橋

の一連の修繕作業は終わるわけなのですが、何分にも、各部分において、部材によって耐

用年数等があったり、今回の補修の中で一切補修をしていなかったりしている部分もござ

います。少なくとも今回補修した中で、耐用年数で最短と言われる部分が２０年と言われ

ている部分がありますので、何とかこの２０年を良好な状態で維持管理していきながら、

２０年がもう少し延びていくような形をとっていきたいなというふうには思っておりま

す。また、先ほども申しましたが、今後も５年に１度点検をしてまいりますので、適宜、

軽微な段階から修繕ができればなと、他の橋梁の補修状況も勘案しながら修繕していきた

いなというふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 今、同僚議員のほうからあったことなのですけれども、今回の地

震を受けて、仮に、教育長のほうから、スクールバスの運行、安全性が認められたという

ことだったわけなのですけれども、うちの通学路の路線で橋が何橋架かっていて、その安

全性をどういうふうに確認したのか。例えば、当町は震度２でしたよね。通行してみたの

か、目視で見たのか、どういう形で安全性が確認されたから子どもたちの通学路に影響が

ないということを確認したのか、そこら辺、お願いいたします。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。
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○建設課長（清水光明君） 地震時におきましての道路の確認なのですが、このときは水

道施設等もあわせまして職員が各地区を回っておりまして、その中で、通行しながらの上

で、変状がなかったかどうかというような形での目視での確認であります。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 例えば、先ほど国の予算がないということで、弥生橋の工事を断

念せざるを得ないということもあったわけなのですけれども、この弥生橋はスクールバス

は通らないのですか、通るのですか。例えば、弥生橋を長寿命化のため橋梁の補修を行う

わけですから、そこに影響があるのかないのか、そこら辺の安全性が確保されたのか。ま

た、教育委員会とどういう形で、教育委員会も一緒に回ったのか、そこら辺を含めてお願

いいたします。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 弥生橋の修繕工事につきましては、点検結果をもとに、通行

できない状態なので工事するというよりは、今後、状態が悪化する前に、軽微な段階での

修繕を行いましょうということで行ってきている修繕であります。現段階、実際、通行の

ほうの規制を行っているような判定区分ではありませんので、現状も通行は可能というよ

うな状態で管理しております。

私からは以上です。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 教育委員会との協議の関係でございますが、建設課で、先ほ

ど建設課長が申し上げたとおり、主要な幹線道路につきましてはパトロール等を実施し

て、走行に問題がないということの連絡を受けて、総務課としてスクールバスを発車させ

ているという状況でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第４５号工事請負契約の締結についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４５号は、原案のとおり可決されました。
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────────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第４６号財産の取得について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第４ 議案第４６号財産の取得についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４６号財産の取得についてですが、平成３０年９

月４日執行の入札にかかわる落札者と本契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

あります。

内容につきましては、副町長から説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第４６号の説明をさせていただきます。

財産の取得について。

次のとおり財産を取得するものとする。

町外業者３者を指名して入札を執行しております。

記。

１、財産の区分、Ｘ線画像記録管理システム。

２、財産の規格・数量、別紙ということで、３ページをお開きください。

別紙ということで、今回、いろいろとつけさせていただきました。

まず、一番上段、カセッテ型ＤＲ装置というのが、その下にＳ７７本体から一番下の消

耗品キットまでが一式ということで、各１台ですとか一式という言葉で表現をさせていた

だいております。

それから、次の４ページになります。４ページには、ＤＲ装置ＰＡＣＳ接続ということ

で一式、それから、画像管理システム一式ということで、メインサーバーから中ほどのプ

リンターまで。それから、ＰＡＣＳ用基本ソフトウェアということで、ＰＡＣＳから下の

各接続・動作確認作業一式ということで、入札を執行してございます。

２ページにお戻りください。

３、財産取得予定価格ですが、一金１,６８２万６,４００円也。

４、財産取得の相手方、北見市清月町３－４、株式会社常光北見営業所、所長、小林弘

明であります。

落札率は９８.３％。

納期につきましては、議決をいただきましたならば、本契約を締結して、ことしの１２

月２１日までの納期となります。

以上で説明を終わらせていただきます。以後、御質問によってお答えをしたいと思って
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おりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） この機器の整備につきましては、当初予算のときに説明を受けて

おりますが、平成１６年度並びに平成２４年度に導入された機器の更新ということであり

ます。このような機器の維持管理、これには保守が伴うだろうと思います。この保守契約

につきましては、この機器の納入業者と別途に契約を締結することになるのか、または、

ほかの機器の保守契約に含めて維持管理をしていくことになるのか、お伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○診療所事務長（丹野景広君） ただいまの御質問ですけれども、保守契約につきまして

は、この機械につきましては、この機械ということで保守契約を行うことになります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第４６号財産の取得についてを採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 議案第４７号教育委員会委員の任命について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第５ 議案第４７号教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４７号教育委員会委員の任命についてですが、現

委員のうち１名が平成３０年１１月１日をもって任期満了となりますので、議会の同意を
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いただき、任命しようとするものであります。

現委員の角熊葉子さんの後任に小木育子さんを任命しようとするものであります。

住所、陸別町字陸別本通３丁目３番地２、生年月日、昭和３１年２月１７日生まれ、満

６２歳であります。

小木さんは、昭和４９年３月に北海道立足寄高等学校を卒業、同年４月に帯広信用金庫

陸別支店に勤務、昭和５４年１２月、町内大通で写真店を営んでいました現在の御主人で

ある俊一さんと結婚するため退職され、翌年１月に御結婚されました。

小木さんは、平成４年３月に御主人の仕事の関係で札幌市内に転居されましたが、障害

を持つお子様の母親として、札幌市内では障害を持つ子どもの保護者の会の活動などにか

かわり、保護者の会の皆さんと福祉や障害を持つ子どもの教育などに関心を持って活動さ

れておりました。平成２４年１１月に、当町に御主人と一緒に現在の大通にある住宅に転

居されました。当町に転居後、現在まで、北勝光生会の障害を持つ子どもの保護者の会の

会長をされている御主人とともに福祉活動などにかかわっております。

小木さんは、福祉活動や教育に熱心な方であり、人物、識見とも申し分のない方であり

ますので、ぜひとも御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定により、討論を省略し、これから、議案

第４７号教育委員会委員の任命についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第４７号は、同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第６ 議案第４８号固定資産評価審査委員会委員の選任について

◎日程第７ 議案第４９号固定資産評価審査委員会委員の選任について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第６ 議案第４８号及び日程第７ 議案第４９号の固定資産

評価審査委員会委員の選任についてを一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４８号固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てですが、現委員のうち２名が平成３０年９月３０日をもって任期満了となることから、
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議会の同意をいただきまして、選任しようとするものであります。

現委員の林惠子さんを引き続き選任したいと考えております。

住所は、陸別町字陸別東３条２丁目２番地、生年月日は昭和２５年１月１９日生まれの

満６８歳です。

林惠子さんは、昭和４３年３月に北海道立本別高等学校を卒業され、家業の林豆腐店を

手伝われ、昭和４６年１１月、茂雄氏と御結婚されました。家業のかたわら、御主人と、

寒冷地では初めてのカブトムシの養殖を手掛け、キャンプ施設を備えたかぶとの里をこと

しの３月まで経営され、当町の観光施設の一翼を担っておりました。現在は、平成３年か

ら始められた新聞販売店を御主人と一緒に経営されています。なお、林さんは、平成１９

年５月２６日から現在まで、固定資産評価審査委員会委員として御活躍されており、人

格、識見とも申し分のない方でありますので、どうか御同意のほどお願い申し上げます。

続きまして、議案第４９号固定資産評価審査委員会委員の選任についてですが、さきの

議案同様、平成３０年９月３０日をもって任期満了となります固定資産評価審査委員会委

員の選任につきまして、議会の同意をいただきまして、選任しようとするものでありま

す。

現委員の加藤雅英氏を引き続き選任したいと考えております。

住所は、陸別町字トマム２番地２７３、昭和３６年１月２４日生まれ、満５７歳です。

加藤氏は、北海道立本別高等学校を卒業後、昭和５５年３月、北海道立北見職業訓練校

機械科を卒業、その後、北海道自動車短期大学自動車工業科へ進学され、卒業後、民間会

社で４年間勤務後、陸別に戻り、高栄自動車工業株式会社に入社、平成８年には代表取締

役に就任、平成１８年に加藤自動車工業を開業し、御活躍されております。

なお、加藤氏は、平成２４年１０月１日から現在まで、固定資産評価審査委員会委員と

して御活躍されており、人格、識見とも申し分のない方でありますので、ぜひとも御同意

のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第４８号から議案第４９号までの質疑を一括して

行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定により、討論を省略し、これから、議案

第４８号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第４８号は、同意することに決定しました。
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これから、議案第４９号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第４９号は、同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第５０号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する条例

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第８ 議案第５０号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する

条例を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５０号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する条

例ですが、町営住宅のうち、新町団地の建てかえによりＶ棟、Ｗ棟の用途廃止（取り壊

し）及びＰ棟の供用開始に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

内容につきましては、建設課長から説明させたいと思いますので、御審議のほどよろし

くお願いします。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 議案第５０号陸別町営住宅設置条例の一部を次のように改正

するものであります。

別表第１の説明に入る前に、新町団地建てかえ事業の概要につきまして、議案説明書の

資料ナンバー１で説明をさせていただきたいと思います。

新町団地建てかえ事業にかかわる既設住宅、これは資料図中央のＶ棟並びにその上にあ

りますＷ棟につきまして、取り壊しを行うため、今回の改正の箇所となります。また、Ｖ

棟の下にありますＰ棟につきまして、今回、新たに供用開始をすることになります１棟３

戸の住宅となります。

以上が、今回の対象の箇所になります。

議案の資料での説明はこれにて終わらせていただき、議案第５０号の別表１のほうの説

明に戻らせていただきます。

表につきましては、左のほうから説明させていただきます。

既設の住宅の取り壊しによりまして、表の下段２行にありますＶ棟並びにＷ棟につきま

して削除となります。

また、供用開始をしますＰ棟につきましては、Ｏ棟の下に追加となります。

記載内容につきましては、表の左のほうから、住所につきましては、Ｏ棟と同じ陸別町

字陸別基線３１４番地４２、棟番号につきましてはＰ棟、戸数につきましては３戸、建設
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年度につきましては平成３０年度、構造につきましては木造平屋、規模につきましては２

ＬＤＫ、住戸番号につきましては１、２、３となります。床面積につきましては、１戸当

たりの床面積としまして６５.０１平米というふうな形での追加となります。

附則につきましてですが、当該事業にかかわる建設工事関係が９月２８日をもって完了

し、１０月９日に検定を行い、施行することとなっております。

以上で説明を終わります。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 今の提案説明では、ＶとＷが建てかえを目的として一応廃止し

て、また新しく建て直すという計画だと思うのですけれども、今後、この公住を、この

後、また建てかえるというか、新設するという考え方で、Ｐ棟と同じようにやる考えでい

るのではないかと思いますけれども、全般的に公住の入居者で、毎週、いわゆる自治会に

回覧も来ている中で、結構あいているところがあるのですけれども、今後、建てかえする

ことによって需要が見込まれるというか、見通しを立てる、それとも、近代的な公住にす

ることによって需要が増すという考えなのか、その辺についての、今後の見通しについて

伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 清水建設課長。

○建設課長（清水光明君） 現在行っております公営住宅の建てかえ計画につきまして

は、平成２５年度に策定しました町営住宅等長寿命化計画に基づき実施してきているとこ

ろです。この計画につきましては、１０カ年の計画ではあるのですけれども、社会の経済

動向ですとか、町内のほうの動向を勘案し、中間年次に見直しを行うというふうにもなっ

ておりまして、その中間年が今年度ということで、現段階、業務の中で事業計画の見直し

等を行う作業を進めております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５０号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。



― 18 ―

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５０号は、原案のとおり決定されました。

１１時１０分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時０９分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第 ９ 議案第５１号平成３０年度陸別町一般会計補正予算

（第４号）

◎日程第１０ 議案第５２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業

勘定特別会計補正予算（第１号）

◎日程第１１ 議案第５３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営

診療施設勘定特別会計補正予算（第２号）

◎日程第１２ 議案第５４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）

◎日程第１３ 議案第５５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）

◎日程第１４ 議案第５６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定

特別会計補正予算（第２号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第９ 議案第５１号平成３０年度陸別町一般会計補正予算

（第４号）から日程第１４ 議案第５６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計

補正予算（第２号）まで、６件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５１号平成３０年度陸別町一般会計補正予算（第

４号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,３３１万５,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億８,６２２万１,０００円とするも

のであります。

続きまして、議案第５２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１２万９,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,４２２万６,０００円とするも

のであります。

続きまして、議案第５３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算（第２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０６万９,
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０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,３８９万６,０００円

とするものであります。

続きまして、議案第５４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３,２５０万９,０００円とするものでありま

す。

続きまして、議案第５５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,０５６万７,０００円とするものであ

ります。

続きまして、議案第５６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第

２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７３万６,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２,４８４万４,０００円とするもので

あります。

以上、議案第５１号から議案第５６号まで、６件を一括提案させていただきます。

内容につきましては、副町長から説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第５１号から第５６号まで一括して説明をさ

せていただきますが、前段に、共通する事項について御説明をしたいと思います。

昨年もそうですけれども、今回の各会計補正予算のうち、議案第５１号の一般会計、そ

れから議案第５３号の直診特別会計、それから議案第５４号の簡水特別会計、議案第５５

号の公共下水道事業特別会計は、職員人件費の共済費の負担率が、９月から標準報酬の改

正によって変わっておりますので、共済費関係の補正予算が出てございます。これは昨年

もそうですけれども、共済組合の負担率関係が変わるということと、標準報酬が９月から

変わりますので、それに伴っての共済組合の負担率改正に伴う共済費の補正が、ただいま

申し上げました各会計ごとに人件費の共済費として予算が計上されていると、そういった

ことで御理解をいただきたいと思っております。

それでは、議案第５１号、まず１ページをお開きください。

議案第５１号平成３０年度陸別町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、１２ページをお開きください。
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１２ページ、歳出であります。

１款議会費１項議会費１目議会費、先ほど説明したとおり、４節の共済費で共済組合費

１６１万３,０００円の追加の補正。

それから、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費で４２８万７,０００

円の減額。需用費１０万５,０００円は修繕料ですが、これは平成２４年度に購入した印

刷機のインク供給ローラーの取りかえに係る修繕料であります。それから、１９節負担金

補助及び交付金、負担金、北海道自治体情報システム協議会１５１万２,０００円です

が、これは歳入でも同額が入ってございますので、これは歳入のほうでまた説明をいたし

ます。内容としては、マイナンバー制度におけるマイナンバーカードの記載事項の充実に

伴う住民基本台帳システムの改修でございまして、まず１点目は、旧氏による検索機能の

充実、旧姓の検索機能の充実、それから、二つ目が、各種一覧表、帳票がございますが、

この旧姓に係るものと、ローマ字氏名の追加がございます。これらが主な内容のシステム

の負担金でございます。

次のページになります。

５目財産管理費２５節積立金１,７３３万８,０００円です。まず、ふるさと整備基金積

立金２３万円は、ふるさと納税分の１７件分。それから、いきいき産業支援基金積立金

１,６９０万８,０００円は、まず、ふるさと納税分の３件、３万円がこの中に入ってござ

います。それと、優良家畜導入支援貸付金で、まず、繰上償還分、牛２０頭分の８３１万

５,０００円、それから、約定償還分の増に伴うものですが、牛３８頭分８５６万３,００

０円、合わせて１,６９０万８,０００円であります。それから、ふるさと銀河線跡地活用

等振興基金積立金５万円は、ふるさと納税分の寄附５件。地域福祉基金積立金１１万円

は、ふるさと納税分の寄附が６件。給食センター管理運営基金積立金２万円は、ふるさと

納税分の寄附２件。同じくスポーツ振興基金積立金２万円も、同様にふるさと納税分の寄

附２件でございます。

それから、６目町有林野管理費、公有財産購入費、土地購入費４１４万７,０００円で

すが、資料ナンバー２をお開きください。資料ナンバー２は、町有林拡大事業の購入箇所

位置図でございます。トラリ地区で２カ所でございます。一つは、字トラリ７番４１、面

積が２２万８,１４５平方メートルであります。土地、立木合わせまして、ここは１６５

万７,１８１円、その下、字トラリ７番１ほか７筆で４５万３,６８４平方メートル、土

地、立木合わせまして２４８万９,３８８円であります。今回、土地購入で、トータルし

ますと１６２万５,６００平方メートルぐらいになります。つまり約１６３ヘクタールの

町有林の拡大になってきていると、そういうことであります。

それでは、予算書１３ページにお戻りください。

７目企画費になります。１１節需用費、印刷製本費３万９,０００円。それから、１２

節通信運搬費１７万７,０００円は、当初予算でも議決をいただきましたけれども、第６

期総合計画の策定にかかわる１８歳以上の町民１,０００人の方を対象にアンケートを実
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施する予定でございます。それの封筒の印刷代、発送用、返信用含めて１,０００枚の印

刷が３万９,０００円。それから、１２節はアンケート用の郵便料が１７万７,０００円で

ございます。それから、１９節負担金補助及び交付金１,０７７万円は補助金でありまし

て、まず、民間活用住宅建設事業８００万円につきましては、世帯用２戸の補助金。それ

から、しばれ技術開発研究事業２７７万円ですが、実はしばれ技術開発研究事業の補助金

ですが、しばれ研究所に対する補助金になります。しばれ研究所は、陸別町の気温を観測

しておりまして、御存じのとおり、ことしも連続１０年、日本一寒いまちのデータを記録

した団体でございますが、実はその気象観測用の機器が平成３年の２月に購入したもので

あります。２７年経過いたしまして、ことしの春先に経年劣化などによりシステムの不具

合が生じまして、データ通信ができなくなり、完全に停止した状態になりました。このま

まですと今後の気象観測ができないということもございますので、今回、機器の更新、ｗ

ｅｂ対応気温観測システムの更新による費用の助成を予算計上させていただきました。そ

れが２７７万円でございます。

それから、１２目の銀河の森管理費、これは職員手当９万円の減額、住居手当と共済費

１万９,０００円の減額。

次のページ。

２項徴税費１目税務総務費、共済費の補正。

３項戸籍住民基本台帳費も共済費の補正でございます。

１５ページ。

４項選挙費１目選挙管理委員会費、ここも共済費の補正でございます。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、共済費の補正。それから、２０節の扶

助費で４６６万３,０００円、身体障害者更生医療給付費でございますが、実は人工透析

者が２名ふえてございます。７月に１名、８月に１名、合わせて２名の方が増ということ

で、その費用。それから、２３節償還金利子及び割引料１１３万４,０００円、国庫補助

金等返還金でありますが、平成２９年度分の自立支援給付費、国へ２分の１分、７７万

９,８８４円、北海道へ４分の１分、３５万３,６４２円の内訳でございます。

次のページになります。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費２３節償還金利子及び割引料８４万６,０００円、

国庫補助金等返還金でございますが、これも平成２９年度分の、子どものための教育・保

育給付費の返還でございます。国へ２分の１分、５６万３,８５１円、北海道へ４分の１

分、２８万１,９２５円の内訳でございます。

２目児童福祉施設費につきましては、共済費の補正。

３目児童措置費２３節償還金利子及び割引料３９万９,０００円、これも国庫補助金等

返還金でございますが、実は平成２９年度から児童手当の精算方式が変わりまして、翌年

度精算ということになりました。したがって、この３９万９,０００円は平成２９年度分

の児童手当の返還金ということになります。
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それから、３項国民年金費については、共済費の減額補正となります。

それから、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費３節扶養手当の減額、共済費

２２万７,０００円の減額。負担金補助及び交付金、補助金、帯広厚生病院運営事業６万

円ですが、当初予算においては２９年度実績額で１４１万円を計上させていただきまし

た。今回、１４７万円に確定ということで、不足分６万円の計上であります。なお、１４

７万円のうち、８０％、１１７万６,０００円が特別交付税措置として町のほうに入って

きます。

２項清掃費２目塵芥処理費１２節役務費、保険料１万１,０００円ですが、これは自動

車損害保険料で、ストックヤードのショベルの保険料でございます。それから、１８節備

品購入費、管理用備品２万１,０００円は、ごみ分別作業庫の消火器１台の予算でござい

ます。

それから、１８ページ。

３項水道費２目水道費２８節繰出金、簡易水道事業特別会計への繰出金の減額３８８万

１,０００円です。

それから、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費、共済費の補正。

２目農業総務費、共済費１５６万７,０００円の減額。

４目畜産業費、普通旅費３８万３,０００円、これは普通旅費、札幌、東京関係が

ちょっと予算が不足したということでの追加補正。

５目農地費、需用費の消耗品費２３万円、これにつきましては、歳入でも同額が出てき

ますが、道営農地整備事業のトマム地区、中陸別地区、中斗満地区の事務費の追加の補正

であります。これは歳入歳出同額の補正となります。それから、１５節の工事請負費、農

業用施設整備費８０９万７,０００円。

追加資料１をお開きください。

追加資料１は、農業用施設管理事業でございます。箇所図がございます。若干補足させ

ていただきますけれども、この農業用施設管理事業としまして、昭和５４年度から平成元

年度にかけまして、国営草地開発事業、上陸別地区、鹿山草地の関係でございますが、国

営事業で整備されました。

今回の補正につきましては、赤川牧場付近にある農業用施設、鹿山排水路の工事でござ

います。鹿山排水路につきましては、国営草地開発事業によって昭和６０年度から平成元

年度に整備された排水路でございますが、今回、予算をお願いしている箇所は、昭和６３

年度に整備された排水路でございます。

内容としては、積みブロックが、２０メートルにわたりまして、ことし春の融雪時の増

水によりまして積みブロックが崩れたと。そのため、現在は大型土嚢によって応急処置を

しているわけですけれども、この崩れたブロック２０メートルの修復工事が１点目。

それから、２点目は、その崩れた積みブロックのところの水路の床が増水によってまた

２０メートルほど洗掘されましたので、その水路の床の改修工事、これで８０９万７,０
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００円の予算ということになります。

それでは、予算書１８ページへお戻りください。

８目農畜産物加工研修センター管理費、これは共済費の補正であります。

７款商工費１項商工費１目商工総務費、ここも共済費の補正。

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費、これは手当、扶養手当の減額、それから、

共済費６万９,０００円の減額であります。

それから、５項下水道費１目下水道費２８節繰出金９１万円の減額は、公共下水道事業

特別会計繰出金の減額。

１０款教育費１項教育総務費２目事務局費、職員手当、扶養手当で１万１,０００円の

減額、共済費で７０万３,０００円の補正でございます。

２項小学校費２目教育振興費２０節扶助費で、就学援助費で３万２,０００円の追加の

補正でございますが、何点かございます。まず、準要保護対象者が、当初１５人でした

が、２人ふえまして、１７名にふえております。一方、特別支援のほうは、当初５人でし

たが、３人ということで、マイナス２名ということで、人数上は差し引きゼロでございま

すが、その中で、まず、学用品費につきまして、準要保護者、それから特別支援者の人数

の増、それから、通学用品費は準要保護者が増、それから、新入学児童用学用品費、これ

は特別支援の補助金の単価の改正に伴う増、それから、修学旅行費につきまして、小学校

ですが、事業費確定に伴う増、ＰＴＡ会費、小学校ですが、１世帯増と、そういうことで

３万２,０００円の追加の補正となります。

それから、４項社会教育費１目社会教育総務費９節旅費５万６,０００円、費用弁償、

１９節負担金補助及び交付金１９万６,０００円、交付金、中学生等海外研修派遣事業で

すが、まず、１９節のほうから言いますが、実は原油が高騰しておりまして、燃料サー

チャージの値上げがございます。１万４,０００円を見ておりましたけれども、これが倍

増の２万８,０００円になったということで、まず、１９節においては１万４,０００円の

１４人分、１９万６,０００円、それから、旅費のほう、費用弁償５万６,０００円、実は

費用弁償のほうは当初に計上漏れがございまして、今回、２万８,０００円の２人分とい

うことで５万６,０００円の計上でございます。

それから、５項保健体育費３目学校給食費、共済費の補正でございます。

給与費明細書は２２ページから２４ページにございますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。

それでは、以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページをお開きください。

歳入、７ページです。

１、歳入。

８款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金５万９,０００円、これは

住宅ローン控除分ですが、確定に伴う追加の補正。

９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税、既定額２０億５,４４３万４,０００円
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ですが、普通地方交付税が１８億７,４４３万４,０００円、特別地方交付税が１億８,０

００万円ですが、今年度の普通交付税の確定額が１８億８,５６２万３,０００円でありま

す。したがって、全額を、今回、１,１１８万９,０００円を計上しました。補正後の額で

すが、普通交付税が１８億８,５６２万３,０００円、特別交付税が１億８,０００万円

で、合わせて２０億６,５６２万３,０００円となってございます。

それから、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金、社会福祉費負担金２３

３万１,０００円、身体障害者自立支援医療費負担金ですが、これは先ほど歳出、１５

ページで説明した社会福祉総務費、扶助費の４６６万３,０００円の２分の１分でござい

ます。

それから、２項国庫補助金１目総務費補助金１節総務管理費補助金、社会保障・税番号

制度導入整備補助金１５１万２,０００円、これは歳出でも説明しました、歳出１２ペー

ジの１９節の額と同額、マイナンバーの関係と同額です。

それから、４目教育費補助金１節教育総務費補助金、学校支援地域本部事業１７万５,

０００円の減額ですが、実は補助金の内示がございまして、減額の補正でございます。中

身としては、地域学校協働活動分で７万３,０００円の減額、それから、土曜日の教育支

援で１０万２,０００円の減額でございます。

次のページになります。

１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負担金１１６万５,００

０円、これは身体障害者自立支援医療費負担金ということで、これも歳出、１５ページに

ありました社会福祉総務費の２０節扶助費の道費の４分の１分でございます。

それから、２項道補助金１目総務費補助金１節総務管理費補助金１３１万５,０００円

の減額、これは無線システム普及支援事業補助金ですが、実は当初予算におきまして、平

成２９年度に整備しました上陸別地区の移動通信鉄塔の整備事業の関係でございますが、

事業費の確定に伴って過疎債が確定したということで、説明では翌年度の交付のみという

ことで、全額、１３１万５,０００円を計上させていただきましたが、実は今回、これが

誤りということが判明いたしまして、全額を減額しております。内容としては、元利償還

開始後からの補助金が対象になるということで、つまり平成３３年度からの元利償還に伴

う、その対象経費がその額になってくると、そういったことになります。したがって、翌

年度、２９年度に整備したら、３０年度に補助金ではなくて、過疎債の元利償還を開始す

る３３年度から補助金が入ってくるという内容でございます。

それから、３項委託金３目農林水産業費委託金、農業費委託金ですが、これは先ほど説

明しました歳出、１８ページの農地費の需用費２３万円の内訳です。つまり、トマム地区

で５万９,０００円、中斗満地区で１１万４,０００円、中陸別地区で５万７,０００円、

歳入歳出同額の予算となります。

それから、１５款財産収入２項財産売払収入１目不動産売払収入、土地売払収入で、町

有地売払収入で、ちょっと説明漏れがありましたので説明しますが、歳出１８ページの農
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地費の２３節償還金利子及び割引料で５,０００円を計上しております。実はこれは昭和

５５年に着工しまして、昭和６１年度に完了しました道営農林地一体化開発整備事業のパ

イロット事業、勲祢別地区の土地でございまして、昭和６１年１１月に北海道から町に引

き継がれた土地でありまして、現在、建設中の高規格道路事業に必要な土地ということ

で、今後、国交省との売買契約を締結しなければならないと、そういったことがございま

して、その国交省から入ってくるお金が５,４２８円になります。延長は４１.９５メート

ルで、面積が２１４.５６平方メートルになります。歳出の１８ページになります。農地

費の２３節の償還金利子及び割引料、国庫補助金の返還金５,０００円です。これは今説

明した内容ですが、国に補助金として返すお金が５,０００円、延長４１.９５メートル

で、面積が２１４.５６平方メートル。先ほど歳入で説明したように、国交省で今建設し

ております高規格道路の建設にかかわる用地を国交省に売却しなければならないというこ

とで、入っていた補助金を、５,０００円ですが、返還するという内容でございます。

歳入にお戻りください。

９ページです。

１６款寄附金１項寄附金２目指定寄附金、これは総務費寄附金、教育費寄附金、民生費

寄附金、農林水産業費寄附金、これらは全てふるさと納税に係る寄附金でございます。全

体で３５件ございますが、まず、１節総務費寄附金２８万円の内訳ですが、ふるさと整備

資金で１７件、２３万円、それから、ふるさと銀河線跡地活用振興資金で５件、５万円、

それから、２節教育費寄附金、給食センター管理運営資金、寄附２件、２万円、スポーツ

振興資金で２件、２万円、３節民生費寄附金、地域福祉資金、寄附６件の１１万円、５節

農林水産業費寄附金、いきいき産業支援資金が寄附３件の３万円、合わせてふるさと納税

に係る寄附３５件の４６万円でございます。

それから、１０ページになります。

１７款繰入金１項基金繰入金ですが、３目ふるさと整備基金繰入金、これはしばれ技術

開発研究事業に１９０万円の取り崩し。

４目いきいき産業支援基金繰入金で、民間活用住宅建設事業に６００万円。

６目町有林整備基金繰入金、町有林拡大事業に３００万円。

合わせて１,０９０万円の基金繰入金です。

１８款繰越金ですが、前年度繰越金、今回３５４万５,０００円の補正でございます。

確定額が５,０３９万４,９３２円であります。補正後の額１,３５４万５,０００円を引き

ますと、３,６８４万９,９３２円の留保ということになります。

１９款諸収入３項貸付金元利収入１目家畜導入貸付金収入ですが、これは償還金です

が、先ほど歳出で説明したように、まず、繰上償還分で牛２０頭分、８３１万５,０００

円、約定償還分の増、牛３８頭分、８５６万３,０００円、合わせて牛５８頭分、１,６８

７万８,０００円でございます。

１１ページ。
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４項雑入３目雑入です。７節雑入２６９万３,０００円。まず、過年度補助金等返還金

６３万１,０００円は、平成２９年度分の商工会の補助金の精算に係る当該年度の歳出の

戻入ではなくて、事務処理のミスがありまして、３０年度の収入ということになりまし

た。先ほどの歳入の当初予算の計上ミスだとか、ちょっとございますので、今後、職員等

に慎重に対応するよう指示をしていきたいというふうに思っております。それから、介護

給付費負担金等精算返還金２０６万２,０００円ですが、これは平成２９年度の介護保険

会計の繰越金の精算に伴う町への返還金２０６万２,９７０円でございます。

それから、４目過年度収入１節障害者福祉費等負担金、障害者福祉費等負担金２１万

５,０００円、これは２９年度の精算に伴う追加交付分でございます。それと、障害児入

所給付費及び医療費分で６円、障害児医療費では国が１４万３,５８５円、北海道から７

万１,７９３円が入ってきます。合わせて２１万５,０００円です。それから、２節児童手

当負担金、これも２９年度精算に伴う追加の交付となります。

２０款町債１項町債７目臨時財政対策債、普通交付税確定に伴う６４６万８,０００円

の減額です。

以上で歳入を終わりまして、６ページをお開きください。

６ページ、地方債補正であります。

変更で、臨時財政対策債、補正前の限度額が９,４６０万円ですが、補正後は限度額が

８,８１３万２,０００円ということで、６４６万８,０００円の減額。利率については、

ここに記載のとおりでございます。

以上で議案第５１号を終わりまして、次、議案第５２号の説明に移ります。

議案第５２号平成３０年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出です。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付金、負担金、国保

連合会１０万７,０００円でございます。これは国保情報の集約システムの負担金でござ

いまして、事務処理に係る負担金でございますが、ことしの３月３１日までは国民健康保

険の資格の取得喪失関係の要件を、月１回、手入力で国保連合会にｗｅｂシステムを使用

して報告をしておりました。ことし４月からは、標準システムの窓口業務として、毎日窓

口で入力をして、自動的に国保連のシステムに報告されるという内容になってございま

す。その利用負担金が１０万７,０００円でございます。

それから、６款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金２３節償還金利子及び割

引料１０２万２,０００円、国庫補助金等返還金ですが、まず、支払基金へ２９年度分の
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退職者医療療養給付分８６万３,０４９円の返還、それから、２９年度分の国保高額医療

費共同事業負担金、国へ７万９,４９７円、北海道へ同額の７万９,４９７円、合わせて１

０２万２,０４３円ですが、既定額１,０００円がございますので、それを引いて１０２万

１,０４３円の補正でございます。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページをお開きください。

歳入、４ページ。

繰越金でございます。前年度繰越金１１２万９,０００円の補正であります。確定額が

１,７５０万２,４１３円ですので、補正後の額７１２万９,０００円を控除した１,０３７

万３,４１３円を留保してございます。

以上で議案第５２号の説明を終わり、次、議案第５３号の説明に移ります。

議案第５３号平成３０年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

歳出、５ページです。

１款総務費１項施設管理費１目一般管理費４節共済費１１万９,０００円の補正。役務

費で９５万円、労働者紹介手数料ですが、当初予算では、この手数料ですが、１人１０カ

月分、賃金の２０％で９２万２,０００円を計上しておりました。６月でも説明したかと

思うのですが、４月から２名の派遣看護師で対応するということで、当初、１０カ月分で

すから、残分の１４カ月分、２０％の手数料で９５万円の追加の補正ということになりま

す。

なお、給与費明細書は６ページにありますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

次、歳入に移ります。

歳入、４ページです。

財源は繰越金を充てるということで、１０６万９,０００円の補正でございます。確定

額が２,２２７万８,３３２円、補正後の額４９１万５,０００円を減額した１,７３６万

３,３３２円が留保されてございます。

以上で議案第５３号を終わりまして、次に、議案第５４号の説明に移ります。

議案第５４号平成３０年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。



― 28 ―

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

歳出、５ページですが、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、共済費１万３,０

００円の補正でございます。

給与費明細書は６ページにありますので、後でごらんをいただきたいと思います。

次、歳入に移ります。

４ページです。

まず、４款繰入金、一般会計からの繰入金３８８万１,０００円の減額。

それから、５款繰越金、前年度繰越金３８９万４,０００円の補正。確定額は４３９万

４,５５２円ですので、補正後の額４３９万４,０００円で、繰越金は全額計上となりま

す。

以上で議案第５４号を終わりまして、次、議案第５５号の説明に移ります。

議案第５５号平成３０年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出であります。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、共済費で１３万２,０００円の補正。

３款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費１５節工事請負費３９万９,０００円、

汚水桝設置等附帯工事でございますが、当初予算では住宅新築３件分で見ておりました。

１４２万８,０００円ですが、今回、新築住宅１件増になります。それで、１件分、３９

万９,０００円を補正しまして、１８２万７,０００円の汚水桝設置等の附帯工事の予算と

いうことになります。

６ページには給与費明細書がございますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

歳入、４ページをお開きください。

４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金で、財政対策分で９１万円の減額。

繰越金で、前年度繰越金１４４万１,０００円の計上であります。確定額１９４万１,８

６２円ですから、全額繰越金の計上をしております。

以上で議案第５５号の説明を終わりまして、次、議案第５６号の説明に移ります。

議案第５６号平成３０年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出ですが、このたびの介護保険会計の補正予算の内容につきましては、ま

ず、繰越金９３３万４,７０８円の精算と、２９年度分の支払基金の精算に係る追加交付

金の補正が内容でございます。

まず、５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目介護給付費負担金等返還金２３節償

還金利子及び割引料６０１万１,０００円、国庫補助金等返還金ですが、内容としては、

２９年度分の精算に伴う返還でございまして、まず、介護給付費分で国へ７３万６,８２

１円、それから、地域支援事業分で国へ１１３万８７５円、合わせて国へは１８６万７,

６９６円。それから、北海道へ、まず介護給付費分で９１万３,５３１円、地域支援事業

分で６３万２,９０４円、合わせて北海道へは１５４万６,４３５円の返還。陸別町へです

が、まず、介護給付費分で７９万８,１８２円、地域支援事業分で３２万５,６８７円、そ

れと、事務費分で９３万９,１０５円の返還、合わせますと２０６万２,９７４円の町への

返還となります。この町への返還２０６万２,９７４円は、一般会計での説明で、歳入で

入ってきておりますということを先ほど説明させていただきました。それから、支払基金

には地域支援事業分で５３万４,３３９円の返還であります。合わせて６０１万１,４４４

４円ですが、既定予算が１,０００円ございますので、それを差し引いた６０１万４４４

円を予算として計上してございます。

その上段の基金積立金ですが、３７２万５,０００円、これは介護給付費準備基金に積

み立てですが、繰越分でまず３３２万３,２６４円、それから、利息分が４８９円です。

支払基金からの過年度精算分で４０万１,２７３円、合わせますと３７２万５,０２６円で

すが、既定額１,０００円がございますので、３７２万４,０２６円で、３７２万５,００

０円の補正となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページをお開きください。

まず、７款繰越金です。前年度繰越金９３３万３,０００円です。確定額が９３３万４,

７０８円ですから、それから既定額１,０００円を引いて９３３万３,７０８円の補正、こ

れは全額計上です。

４款支払基金交付金ですが、過年度分として４０万３,０００円、２９年度精算分の追

加交付が４０万１,２７３円ですが、それぞれ既定額で１,０００円ずつ引いておりますの

で、調整分として２,０００円、合わせて４０万３,２７３円の補正となります。

以上で議案第５１号から議案第５６号までの説明を終わります。

以後、御質問によってお答えをしたいと思いますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分
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○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これから、議案第５１号平成３０年度陸別町一般会計補正予算（第４号）、第１条歳入

歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。

事項別明細書は１２ページからを参照してください。

１款議会費、１２ページから、２款総務費、１５ページ中段まで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） １３ページ、７目企画費で、しばれ技術開発研究事業２７７万円

ということであります。先ほどの説明で、平成３年からの機械が２７年たって、更新とい

うか、機械の老朽化ということだったのですが、まさしく陸別が日本一の寒さなのを証明

するのに、本当に一翼というか、重要なというか、担っていただいているのかなと思って

おります。２７年、本当に苦労しながら使っているのかなと思っているのですが、これ、

温度計の関係なのか、システム的なことなのか、その辺、もう少し詳しく説明していただ

きたいなと思います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） このたびのしばれ研の機械の関係ですけれども、今まで

使用していた機械が大変古くて、ファックスを利用したアナログ回線ということで、１時

間ごとのデータしか取り出せないということですとか、１カ所でしかそのデータを見られ

ないというようなこともありましたが、それをずっと利用してきたわけですけれども、数

年前から不調になりがちで、ことしの春以降、完全にデータが送られないというような状

況になったということでございます。

今回、更新する機械については、今までファックスを利用したアナログからデジタルの

回線に変えるということと、気象観測センサーについては、温度計については数年前に更

新をしておりますので、それ以外の風向、風速、湿度、気圧などのセンサーは、今回、取

りかえないといけないということで、それですとか、サーバーと無線ルーターのシステム

等々を下陸別の観測所と関の観測所、それぞれに同じものを入れるという内容でございま

す。今回、入れるに当たって、今まで１時間ごとにしかとれなかったデータが１分ごとに

とれるようになるですとか、１カ所でしかとれなかったデータが、インターネットのシス

テムによって複数の場所で見られるというような状況になるということでございます。こ

れらの改修によって、今まで以上により細かいデータの取り込みが可能になるということ

で、観測精度も向上するというような内容でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） １３ページの６目町有林野管理費の関係で、土地購入費４００万

円、６月のときも山林を購入したわけなのですけれども、今回、トータルで６８ヘクター

ルを購入するので、単価的には６月のときより安い感じ、１０アール当たりですか、反当
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たり６,０００円ということですけれども、この土地の現況というのですか、いわゆる未

立木地なのか、先ほど説明では立木もあるというふうに説明したと思うのですけれども、

ちょっと聞き逃したので、その辺のどういう林相なのか伺いたいと。

それから、資料を見ますと、斜線の仕方が一律でないのですけれども、所有者というの

かな、今回、買い入れするところで、何人ぐらいの所有者であったのか、それによってこ

の斜線が違うのかというふうに理解するわけなのですけれども、その辺で、名前はよろし

いですから、何人ぐらいの人が、６８ヘクタールの土地を持っているのかということでお

聞きしたいと思います。

そして、今後、伐採したりするというか、いわゆる施業計画というのか、この土地を購

入することによっての施業計画というのはどういうふうな予定でいるのか、伺いたいと思

います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 今回購入する予定のトラリの森林ですけれども、基本的

にはカラマツの伐採跡地であります。ただ、天然林で細い木が多いですとか、急傾斜のた

めに切れないといったところが若干残っておりまして、６月のところに比べますと、６月

のところはカラマツの若齢林も若干残っていたものですから、それに比べると単価的には

平均すると下がるというような状況になります。立木地が全部で３ヘクタールほど、細々

としたところで残っているというような形でございます。

今回購入するところにつきましては、町外の方になりますけれども、お二方から購入と

いうことで、それぞれ図面で斜線の向きが変わっているというような状況になっておりま

す。

今後につきましては、これらの森林につきましても、町有林の森林経営計画に組み込み

まして、ここはもう伐採はないのですけれども、今後、計画的に植栽を進めていくという

ようなことになっていくと考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番中村議員。

○１番（中村佳代子君） １３ページ、企画費の需用費の印刷製本費なのですけれども、

先ほど１０代の学生たちに、次の総合計画のアンケートをとるとありましたけれども、働

く２０代の若い世代やほかの世代の方たちにはどういうようなアンケート調査をするので

しょうか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 第６期総合計画に向けてのアンケート調査でございますが、

原則は９月中に、どういった方にアンケートをするか、当然、世帯なのですけれども、陸

別町内、１,２００から１,３００ぐらいの世帯数があるのですけれども、そういった方の

中での１,０００世帯をピックアップしてアンケート調査を行いたいということでござい

ます。
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なお、１,０００世帯ですので、当然、施設等の方だとか、そういった人方も、除くと

いう言い方はちょっとよくないのかもしれませんけれども、施設等に入っている人も１人

１世帯というカウントで、陸別町内、１,２００程度あるということですので、１,０００

程度の世帯数に、先ほど副町長が言った二十歳以上というか、１８歳以上の世帯数でいく

と、その程度の世帯数になるというふうに見込んでおります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 次に、３款民生費、１５ページ中段から、４款衛生費、１８ペー

ジ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、６款農林水産業費、１８ページ上段から、８款土木費、２

０ページ上段まで。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１０款教育費、２０ページ上段から、最終、２

１ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について行います。

ただし、款を区切っての質疑が終わりましたので、他の款との関連あるもののみとしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で、歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから１１ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入についての質疑を終わります。

次に、第２条、地方債補正について質疑を行います。

６ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、歳入歳出全般について質疑を行います。

ただし、歳入歳出双方に関連あるもののみに限定いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。
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これから、議案第５１号平成３０年度陸別町一般会計補正予算（第４号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５２号平成３０年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５２号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第２号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５３号平成３０年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第２号）を採決します。
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お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５３号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５４号平成３０年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５４号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５５号平成３０年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５６号平成３０年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これにて散会します。

散会 午後 １時１７分


